
 

 

 

市道のカーブミラーやガードレールなど交通安全施設について、町内代表者名で要望書を受付け、

現地調査や現地立会を行い、必要に応じて整備を行っています。 

 

 

駐車禁止や速度制限、横断歩道などの交通規制に関する要望については、担当窓口である所管の警

察署に書類を送付します。 

㉗ 交通安全施設整備                     【道路維持課】 

 交通安全施設に関する要望 

 交通規制に関する要望 


